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（日本工業規格Ａ列4番）

施策を構成す
る事務事業等

事務事業、補助金等の名称 施策への貢献度 事業の優先度 今後の方向性

公共施設予約システムの運用 やや高い やや高い 見直し

２３４人
（Ｈ２６）

２９５人
（Ｈ２９）

３６０人
（Ｈ３２）

④市民ゆっ旅施設事業
の提携事業者数

３５事業者
（Ｈ２６）

２９事業者
（Ｈ２９）

４０事業者
（Ｈ３２）

①健康でいきいきした
心とからだをつくるた
めの運動・スポーツ実
施率

61.0％
（Ｈ２3）

６６.０％
（Ｈ２８）

70.0％
（Ｈ３２）

※①は成人の過去１年
間のスポーツ実施率
（スポーツ推進計画策
定に係るアンケート調
査結果に基づく値）

②スポーツ少年団登録
団体数

－
１団体

（Ｈ２９）
６団体

（Ｈ３２）

③総合型地域スポーツ
クラブ会員数

総合計画上の
施策基本方針

　市民が楽しみながら、いつでも気軽に健康・体力づくりができるよう、スポーツ・レ
クリエーション事業の拡充や生涯にわたってスポーツとの関わりを持てる環境の整備、
スポーツ・レクリエーション施設の整備、改善を推進します。

市民意識調査
関連項目結果

　問１２「生活環境の満足度（スポーツ・レクリエーション活動の場や機会）」
　→どちらともいえない５６．３％、どちらかといえば満足２０．１％、どちらかとい
えば不満１１．４％、不満である３．５％、満足している３．４％(※無回答５．２％)

成 果 指 標
の 推 移

成果指標
現況値

（年度）
Ｈ29年度

達成値
目標値

（年度）
備考

総 合 計 画 の
施 策 体 系

安心していきいきと暮らせるまちづくり

健康・医療

スポーツ・レクリエーション

スポーツ・レクリエーション活動の充実　※長期総合計画Ｐ６３

① 地域スポーツの振興

② スポーツ事業の運営

③ スポーツ団体等との連携

④ 市民ゆっ旅施設事業の推進

関　連　課 　スポーツ振興課、市民課 電話 651

施 策 名 スポーツ・レクリエーション活動の充実
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　本施策は、スポーツ・レクリエーション事業の拡充等を図るものであり、市民のスポーツ実施率の向
上に寄与している。
　他方、成果指標に掲げるスポーツ少年団の登録団体数が目標を大きく下回る１団体に留まっているこ
とや、過去に当委員会から意見を付した社会教育団体補助金及び地区ふれあいスポレク大会交付金の見
直しが行われていないことから、施策を構成する事務事業等については依然として課題が残る。
　よって、今後は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、市民のスポー
ツへの関心が高まっていることから、施策を構成する事務事業等が抱える課題を改めて精査した上で、
効果的な見直しを行うことにより、施策を継続するだけでなく発展させていくことが肝要である。
　なお、公共施設予約システムついては、導入から３年が経過し、操作性などの課題が浮き彫りになっ
ている現状を踏まえ、合理的かつ効果的なシステム改修を行うことで市民への説明責任を果たす必要が
あり、また、市民ゆっ旅施設事業については一次評価及び二次評価と同様に廃止することが適当である
と判断する。

　市民がスポーツ・レクリエーションを行う上で、会場となる公共施設の確保は重要である。
　このことから、システム管理者として、公共施設予約システムの利便性の向上を図るとともに、統計
資料等のデータ抽出に関するシステム等を構築していく必要がある。

⑤【今後の見直し方針（投入する人員及び予算、施策を構成する事務事業等に見直しの余地はないか）】

　公共施設予約システムの契約期間は、平成２７年１０月から平成３２年９月までの５年間である。
　このことから、平成３０年度末までに、関係各課を交えて現在のシステムの診断及び評価を行う。そ
の後、平成３１年度にシステムの改修に関する検討、計画、精査等を行い、平成３２年９月の次期契約
に向け業者選定を実施する。

⑥【総合的意見（今後の施策展開、方向性等）】

　公共施設予約システムは、受益者負担の適正化の一環として行われた公の施設使用料の見直しに合わ
せて導入したものであり、利用者の利便性を向上させるとともに、事務処理の簡素化を図るものであ
る。
　しかしながら、導入から２年が経過し、当該システムの操作性や統計用データの抽出等には改善の余
地が見られるなど、新たな課題も発生している。
　このことから、公共施設予約システムの利便性の向上や、データ集計等を効率よく実施できるシステ
ムへと改修するために、関係各課を交えて現在のシステムの診断及び評価を行った上で次期業者を選定
していく必要がある。
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【総合的意見（今後の施策展開、方向性等）】

　多くの市民がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会を創出し、体力の向上や精神的なストレスの
解消など、心身の健康の保持増進や地域コミュニティの活性化等を図ることは重要な施策であり、今後
も継続することが適当である。
　スポーツ・レクリエーションについては、市内４地区で開催している地区ふれあいスポレク大会にお
いて、各地区における参加者の確保が難しくなってきていることから、より多くの市民が参加すること
ができる効果的な事業となるよう、開催地区の統合など、各地区の意見を踏まえて見直す必要がある。
　また、本市のスポーツ振興を図る上では、スポーツ団体が多く加盟する武蔵村山市体育協会を財政基
盤の安定した組織へと発展させていく必要があり、引き続き、同協会の法人化に向けた利点や課題を精
査した上で、運営体制の強化に向けた取組を促していく必要がある。
　さらに、公共施設予約システムについては、現行システムにおいて操作性や統計用データの抽出など
に課題があるため、システム導入による効果を検証した上で、改善に向けた検討を進める必要がある。
　なお、市民ゆっ旅施設事業については、民間事業者による安価な宿泊プランやツアーが企画され、利
用者数が減少傾向にあり、本事業の必要性は低下しているため、廃止することが適当である。

平成30年度施策評価（シート２）
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①【施策を取り巻く環境及びその変化】

　受益者負担の適正化の一環として行われた公の施設使用料の見直しに合わせて、利用者の利便性を向
上させる観点から公共施設予約システムを導入した。
　当該システムを導入したことにより、利用者の自宅等から公共施設の利用予約が可能となるなど、利
便性が向上する一方で、当該システムの操作方法等に関する問合せや改善の要望が寄せられるなど、新
たな課題も発生している。

②【これまでの事務事業、補助金等の見直し状況】

　特になし

③【新規事業の予定、検討状況】

　新規事業の検討は行っていない。

④【施策目標、成果指標等の達成に向けた今後の課題】


